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本
会
の
評
議
員
会
・
理
事
会
が
、
八
月
三

十
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
リ
ー
ガ
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。

始
め
に
「
仏
教
徒
の
歌
」
斉
唱
。
続
い
て

里
見
達
人
理
事
長
を
導
師
に
、
三
帰
依
文
の

唱
和
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
里
見
理
事
長
は

挨
拶
の
中
で
、
本
日
の
議
題
で
あ
る
寄
附
行

為
の
変
更
、
関
連
の
規
程
や
財
団
創
立
五
十

周
年
記
念
事
業
は
、
こ
れ
か
ら
の
本
会
活
動

に
及
ぼ
す
重
要
な
案
件
で
あ
り
、
仏
教
界
が

直
面
す
る
社
会
的
諸
問
題
等
に
つ
い
て
本
会

の
速
や
か
な
る
対
応
が
望
ま
れ
る
と
述
べ
た
。

＊

＊

＊

理
事
会
は
、
本
会
寄
附
行
為
に
基
づ
き
、

里
見
達
人
理
事
長
を
議
長
に
、
議
事
録
署
名

人
に
岡
野
正
純
（
孝
道
教
団
）、
横
山
敏
明

（
神
奈
川
県
仏
教
会
）
の
両
師
を
選
出
し
た
。

ま
た
評
議
員
会
は
、
本
会
寄
附
行
為
に
基

づ
き
、
柴
田
康
英
師
（
西
山
浄
土
宗
）
を
評

議
員
会
議
長
に
選
出
し
た
後
、
議
事
録
署
名

人
に
竹
内
正
道
（
法
華
宗
真
門
流
）、
垣
内

善
勝
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）
の
両
師
を
選

出
し
た
。

改
革
推
進
委
員
会
答
申
に
基
づ
く
諸
議
案

●
議
案
第
一
号
「
寄
附
行
為
変
更
（
案
）
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

〇
協
議
事
項
第
一
号
「
事
務
総
局
規
程

（
案
）
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

〇
協
議
事
項
第
二
号
「
委
員
会
規
程
（
案
）

に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

柴
田
議
長
よ
り
関
連
事
項
の
た
め
一
括
上

程
。
瀬
古
眞
隆
改
革
推
進
委
員
会
委
員
長
が

前
期
の
財
政
検
討
委
員
会
で
審
議
し
尽
く
せ

な
か
っ
た
諸
課
題
を
含
め
て
本
委
員
会
に
諮

問
さ
れ
た
答
申
ま
で
の
経
過
を
説
明
し
た
。

ま
た
、
答
申
に
お
い
て
本
会
の
機
構
改
革
等

の
諸
課
題
に
つ
い
て
取
り
組
む
た
め
寄
附
行

為
の
見
直
し
か
ら
進
め
た
と
語
っ
た
。

改
革
推
進
委
員
会
答
申
を
齋
藤
明
聖
事
務

総
長
が
読
み
上
げ
た
後
、
櫻
井
英
幸
総
務
部

長
が
議
案
第
一
号
「
改
革
推
進
委
員
会
答
申

に
基
づ
く
、
寄
附
行
為
変
更
（
案
）」の
重
要

変
更
箇
所
の
説
明
を
行
っ
た
。
続
い
て
齋
藤

事
務
総
長
が
協
議
事
項
第
一
号
「
事
務
総
局

規
程
（
案
）」、
協
議
事
項
第
二
号
「
委
員
会

規
程
（
案
）」の
説
明
を
行
っ
た
。

質
疑
応
答
の
後
、
議
案
第
一
号
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
た
。
協
議
事
項
第
一
号
、
第

二
号
は
、
全
会
一
致
で
賛
同
を
得
た
。

財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
に
関
す
る
諸

議
案

〇
協
議
事
項
第
三
号
「
基
本
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

〇
協
議
事
項
第
四
号
「
収
支
計
画
（
案
）
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

〇
協
議
事
項
第
五
号
「
実
行
委
員
会
規
程

（
案
）
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
件
」

柴
田
議
長
よ
り
関
連
事
項
の
た
め
一
括
上

程
。齋
藤
事
務
総
長
が
協
議
事
項
第
三
号「
基

本
計
画
（
案
）」に
つ
い
て
説
明
し
た
。
ま
た
、

松
濤
弘
道
理
事
が
八
月
二
十
六
日
、
二
十
七

日
開
催
さ
れ
た
世
界
仏
教
徒
連
盟
執
行
委
員

会
で
本
会
の
財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業

の
一
つ
で
あ
る
第
二
十
四
回
世
界
仏
教
徒
会

議
日
本
大
会
開
催
が
承
認
さ
れ
た
と
報
告
。

続
い
て
宮
川
宏
生
財
務
部
長
が
協
議
事
項
第

四
号
「
収
支
計
画
（
案
）」を
説
明
し
、
櫻
井

総
務
部
長
が
協
議
事
項
第
五
号
「
実
行
委
員

会
規
程
（
案
）
を
説
明
し
た
。
協
議
の
後
、

協
議
事
項
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
は
、

全
会
一
致
で
賛
同
を
得
た
。

改
革
推
進
委
員
会
答
申
に
基
づ
く
諸
議
案

●
議
案
第
一
号
「
寄
附
行
為
変
更
（
案
）
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

●
議
案
第
二
号
「
事
務
総
局
規
程
（
案
）
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

●
議
案
第
三
号
「
委
員
会
規
程
（
案
）
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

里
見
議
長
よ
り
関
連
事
項
の
た
め
一
括
上

程
。
評
議
員
会
の
承
認
と
賛
意
を
受
け
て
議

事
を
行
な
い
、
議
案
第
一
号
は
、
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
理
事
及
び
評
議

員
の
人
数
の
削
減
つ
い
て
十
分
な
説
明
と
減

員
の
対
応
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
文
書
説
明

が
必
要
と
の
意
見
が
提
起
さ
れ
た
。

議
案
第
二
号
は
、
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

議
案
第
三
号
も
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
が
、

各
種
の
審
議
会
規
程
中
の
第
一
条
（
設
置
及

び
目
的
）
の
寄
附
行
為
第
四
条
（
目
的
）
に

あ
る
「
仏
教
文
化
の
宣
揚
」
の
語
句
が
脱
漏

し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
今
後
前
向
き

に
対
処
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
に
関
す
る
諸

議
案

●
議
案
第
四
号
「
基
本
計
画
（
案
）
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
件
」

●
議
案
第
五
号
「
収
支
計
画
（
案
）
に
つ
い

て
承
認
を
求
め
る
件
」

●
議
案
第
六
号
「
実
行
委
員
会
規
程
（
案
）

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

里
見
議
長
よ
り
関
連
事
項
の
た
め
一
括
上

程
。
評
議
員
会
の
賛
意
を
受
け
て
、
事
務
総

評
議
員
会

理
事
会

評
議
員
会
・
理
事
会
開
催
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長
及
び
事
務
総
局
担
当
者
の
説
明
の
後
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

議
案
第
四
号
・
五
号
・
第
六
号
は
、
全
会
一

致
で
可
決
し
た
。

一
、「
朝
鮮
半
島
出
身
の
民
間
徴
用
者
等
の

遺
骨
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
の
お
願
い
」
に

つ
い
て

関
係
諸
官
庁
の
担
当
官
が
挨
拶
と
説
明
を

行
っ
た
。
本
会
で
は
、
加
盟
団
体
宛
（
七
月

二
十
一
日
付
）
に
同
件
の
広
報
協
力
依
頼
を

送
付
し
て
い
る
。
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
文
化

庁
担
当
官
が
説
明
、
谷
川
秀
善
外
務
副
大
臣

か
ら
の
書
簡
を
外
務
省
担
当
官
が
代
読
し
た
。

さ
ら
に
内
閣
官
房
担
当
官
が
仏
教
界
に
対
し

て
こ
の
件
の
情
報
提
供
を
要
請
し
た
。

二
、
第
四
十
四
回
衆
議
院
議
員
選
挙
の
対
応

に
つ
い
て

奈
良
慈
徹
社
会
部
長
が
選
挙
推
薦
に
つ
い

て
加
盟
団
体
か
ら
の
推
薦
申
請
を
基
に
立
候

補
者
が
本
会
の
目
的
、
事
業
を
理
解
し
、
仏

教
文
化
の
宣
揚
に
寄
与
し
て
い
た
だ
け
る
方

を
人
物
本
意
で
行
っ
て
い
る
と
報
告
し
た
。

参
議
院
郵
政
民
営
化
に
関
す
る
特
別
委
員
会

に
お
い
て
谷
垣
禎
一
財
務
大
臣
（
前
回
の
衆

議
院
議
員
選
挙
で
本
会
推
薦
）
が
「
坊
主
丸

も
う
け
…
」
と
発
言
。
加
盟
団
体
か
ら
仏
教

界
に
対
す
る
屈
辱
的
か
つ
差
別
的
な
表
現
で

あ
る
と
厳
し
い
問
題
提
起
が
あ
り
、
本
会
で

は
同
氏
に
対
し
、
八
月
八
日
付
書
簡
で
謝
罪

と
善
処
を
求
め
た
。
同
氏
よ
り
の
八
月
十
九

日
付
、
書
面
で
は
公
的
立
場
で
の
訂
正
や
議

事
録
中
の
発
言
削
除
に
具
体
的
な
言
及
が
さ

れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
さ
ら
な
る
善
処
を
要

望
し
て
い
く
こ
と
を
報
告
し
た
。

三
、
第
三
十
九
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
滋
賀

大
会
に
つ
い
て

奈
良
社
会
部
長
が
滋
賀
大
会
の
要
綱
を
説

明
。
ま
た
、
加
盟
団
体
代
表
者
会
議
に
各
団

体
か
ら
二
名
以
内
の
参
加
を
要
請
し
た
。
評

議
員
と
し
て
出
席
の
滋
賀
県
仏
教
会
の
田
中

始
更
副
会
長
が
参
加
の
呼
び
か
け
の
挨
拶
が

な
さ
れ
た
。

財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
の
一
つ
で

あ
る
「
第
四
十
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
」
の

開
催
地
が
神
奈
川
県
に
決
定
し
た
こ
と
が
報

告
さ
れ
た
。
横
山
敏
明
同
県
仏
教
会
会
長
が

開
催
に
向
け
た
抱
負
と
加
盟
団
体
の
協
力
を

要
請
し
た
。

※
本
評
議
員
会
・
理
事
会
は
、
各
種
委
員
会

委
員
及
び
報
道
関
係
者
等
の
傍
聴
が
許
可
さ

れ
、
終
了
後
記
者
会
見
が
行
わ
れ
た
。

※
九
月
十
五
日
、
事
務
総
局
に
谷
垣
財
務
大

臣
が
来
局
。
里
見
理
事
長
、
齋
藤
事
務
総
長

と
面
談
し
た
。
同
氏
は
、
先
の
発
言
に
つ
い

て
謝
罪
。
本
会
の
指
摘
に
つ
い
て
公
的
場
面

で
お
詫
び
と
訂
正
を
し
た
い
と
述
べ
た
。

報
告
事
項

創
立
５０
周
年
記
念
事
業
収
支
予
算
要
綱

平
成
十
九
年
に
本
会
が
財
団
創
立
五
十
年

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
時
代
に
即
応
し
た
体

制
の
構
築
と
伝
統
仏
教
界
の
社
会
的
存
在
価

値
を
内
外
に
高
め
て
い
く
た
め
の
記
念
事
業

を
推
進
す
る
特
別
会
計
を
設
け
、
財
務
上
の

措
置
を
講
じ
る
。

＊

＊

＊

収
支
計
画
期
間

四
年
度
会
計

自

平
成
十
七
年
十
月
一
日

至

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

収
支
計
画
額

二
億
円

〈
収
入
の
部
〉

一
、
加
盟
団
体
協
力
金

一
一
六
�一
四
〇
�〇
〇
〇
円

二
、
特
別
協
賛
金

五
四
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

三
、
回
金

二
六
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

四
、
雑
収
入

三
�八
六
〇
�〇
〇
〇
円

〈
支
出
の
部
〉

一
、
創
立
五
十
周
年
記
念
式
典
関
係
費

二
一
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

二
、
第
四
十
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
費

一
〇
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

三
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会
費

九
四
�五
〇
〇
�〇
〇
〇
円

四
、
記
念
事
業
推
進
費

三
一
�五
〇
〇
�〇
〇
〇
円

五
、
記
念
誌
編
纂
費

三
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

六
、
事
務
局
費

三
五
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

七
、
予
備
費

五
�〇
〇
〇
�〇
〇
〇
円

加
盟
団
体
の
協
賛

一
、
算
出
基
準

【
宗
派
】

�
十
宗
派＝

負
担
金
依
頼
額
×
１
・
５
倍

�
四
八
宗
派＝

負
担
金
依
頼
額
×
１
・
０
倍

【
仏
教
団
体
】
負
担
金
依
頼
額
×
１
・
０
倍

【
都
道
府
県
仏
教
会
】
傘
下
の
寺
院
数
に
一

口
二
、〇
〇
〇
円
を
乗
じ
目
標
額
を
算
定（
寺

院
数
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
仏
教
会
よ
り
の

報
告
に
基
づ
く
）

二
、
依
頼
書
の
送
付

【
宗

派
】

平
成
十
七
年
十
月
予
定

【
仏
教
団
体
】

平
成
十
七
年
十
月
予
定

【
都
道
府
県
仏
教
会
】平

成
十
八
年
三
月
予
定

三
、
納
付
方
法

平
成
十
八
年
度
〜
二
十
年
度
の
三
年
分
割

・
第
一
期
納
付

十
八
年
十
二
月
末
日
ま
で

・
第
二
期
納
付

十
九
年
九
月
末
日
ま
で

・
第
三
期
納
付

二
十
年
七
月
末
日
ま
で

特
別
勧
募

過
去
の
記
念
事
業
の
と
お
り
、
本
山
等
の

有
力
寺
院
、
仏
教
徒
及
び
企
業
な
ど
に
幅
広

く
協
賛
の
呼
び
か
け
を
す
る
。
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改
革
推
進
委
員
会
（
瀬
古
眞
隆
委
員
長
）

は
平
成
十
六
年
三
月
三
十
日
の
理
事
会
に
お

い
て
一
機
構
・
機
関
、
二
事
業
、
三
財
政
、

四
規
約
に
関
す
る
見
直
し
検
討
に
つ
い
て
諮

問
を
受
け
た
。
同
委
員
会
で
は
、
諮
問
事
項

四
規
約
、
す
な
わ
ち
本
会
寄
附
行
為
の
検
討

か
ら
始
め
た
。

寄
附
行
為
の
検
討
は
、
他
の
諮
問
事
項
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
共
に
理
事
・
評
議
員

の
定
数
削
減
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
か
ら
総

務
庁
指
導
監
督
基
準
に
基
づ
い
た
強
い
指
導

を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
財
政
検
討
委
員
会

か
ら
引
き
続
き
、
本
会
の
改
革
を
継
続
し
て

審
議
す
る
よ
う
答
申
さ
れ
た
こ
と
も
寄
附
行

為
か
ら
始
め
た
所
以
で
あ
る
。

寄
附
行
為
の
変
更
重
要
箇
所
に
つ
い
て
は
、

大
要
左
の
通
り
で
あ
る
。

―
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
寄
附
行
為
―

第
四
章

会
長
、
副
会
長
、
役
員
、
評
議

員
及
び
職
員

（
会
長
及
び
副
会
長
）

第
十
六
条

こ
の
法
人
に
会
長
一
名
及
び
副

会
長
若
干
名
を
置
く
。

２

会
長
及
び
副
会
長
は
、
理
事
会
の
議
決

を
経
て
推
戴
す
る
。

３

会
長
は
、
こ
の
法
人
の
象
徴
と
す
る
。

以
下
省
略

（
役
員
）

第
十
七
条

こ
の
法
人
に
は
、
次
の
役
員
を

置
く
。

一

理
事

二
十
一
名
以
上
二
十
五

名
以
内
（
う
ち
、
理
事
長
一
名
及
び

常
務
理
事
十
名
以
内
）

二

監
事

二
名
又
は
三
名

（
役
員
の
選
任
）

第
十
八
条

理
事
及
び
監
事
は
、
評
議
員
会

で
選
任
し
、
理
事
は
、
互
選
で
理
事
長
及
び

常
務
理
事
を
定
め
る
。

２

特
定
の
理
事
と
そ
の
親
族
そ
の
他
特
別

の
関
係
に
あ
る
者
の
合
計
数
は
、
理
事
現
在

数
の
三
分
の
一
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

理
事
及
び
監
事
は
、
相
互
に
兼
ね
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

（
理
事
の
職
務
）

第
十
九
条

理
事
長
は
、
こ
の
法
人
を
代
表

し
、
こ
の
法
人
の
事
務
を
総
理
す
る
。

以
下
四
項
ま
で
職
務
に
つ
い
て
記
載

（
監
事
の
職
務
）

第
二
十
条

監
事
は
、
こ
の
法
人
の
業
務
及

び
財
産
に
関
し
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
。

以
下
四
号
ま
で
職
務
に
つ
い
て
記
載
省
略

（
役
員
の
解
任
）

第
二
十
二
条

役
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
と
き
は
、
理
事
現
在
数
及
び
評
議
員

現
在
数
の
各
々
の
四
分
の
三
以
上
の
議
決
に

よ
り
、
理
事
長
が
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
役
員
に
対
し
、

議
決
す
る
前
に
弁
明
の
機
会
を
与
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行

に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
役
員

た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
役
員
の
報
酬
）

第
二
十
三
条

役
員
は
、
無
給
と
す
る
。

（
評
議
員
の
選
出
）

第
二
十
四
条

こ
の
法
人
に
評
議
員
四
十
名

以
上
五
十
名
以
内
を
置
く
。

２

評
議
員
は
、
こ
の
法
人
の
加
盟
団
体
か

ら
推
薦
さ
れ
た
者
か
ら
理
事
会
で
選
出
し
、

理
事
長
が
任
命
す
る
。
た
だ
し
、
特
に
必
要

と
認
め
た
と
き
は
理
事
会
で
推
薦
さ
れ
た
学

識
経
験
者
を
評
議
員
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

３

評
議
員
は
、
役
員
を
兼
ね
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

４

省
略

「
役
員
」
と
あ
る
の
を
「
評
議

員
」
に
読
み
か
え
る
項

（
評
議
員
の
職
務
）

第
二
十
五
条

評
議
員
は
、
評
議
員
会
を
組

織
し
て
、
こ
の
寄
附
行
為
で
定
め
る
事
項
を

行
う
ほ
か
、
理
事
会
の
諮
問
に
応
じ
、
理
事

長
に
対
し
、
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て

助
言
す
る
。

第
五
章

会
議

（
理
事
会
の
招
集
等
）

第
二
十
七
条

理
事
会
は
、
毎
年
二
回
理
事

長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
理
事
長
が
必
要

と
認
め
た
と
き
、
又
は
理
事
現
在
数
の
三
分

の
一
以
上
か
ら
会
議
に
付
議
す
べ
き
事
項
を

示
し
て
理
事
会
の
招
集
を
請
求
さ
れ
た
と
き

は
、
理
事
長
は
、
そ
の
請
求
が
あ
っ
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
臨
時
理
事
会
を
招
集
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
２
項
は
省
略

（
理
事
会
の
定
足
数
等
）

第
二
十
八
条

理
事
会
は
、
理
事
現
在
数
の

三
分
の
二
以
上
の
者
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
議
事
に
つ
き
書
面
を
も
っ
て

あ
ら
か
じ
め
意
思
を
表
示
し
た
者
は
、
出
席

者
と
み
な
す
。

２
項
は
省
略

第
八
章

加
盟
団
体
及
び
賛
助
会
員

（
賛
助
会
員
）

第
三
十
七
条

こ
の
法
人
の
目
的
に
賛
同
し
、

別
に
定
め
る
会
費
を
納
入
し
て
、
こ
の
法
人

の
活
動
を
支
援
す
る
者
を
賛
助
会
員
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

付
則

こ
の
寄
附
行
為
の
変
更
は
、
平
成
十
八
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

＊

＊

＊

こ
れ
ら
を
含
ん
だ
寄
附
行
為
一
部
変
更
に

つ
い
て
は
、
八
月
三
十
日
開
催
の
評
議
員
会

で
承
認
、
理
事
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
、
現

在
所
管
庁
で
あ
る
文
化
庁
に
提
出
し
、
認
可

の
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
。

本
会
寄
附
行
為
変
更（
抜
粋
）
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八
月
二
十
六
、
二
十
七
の
両
日
、
タ
イ
の

バ
ン
コ
ク
・
ク
イ
ー
ン
ズ
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

（
世
界
仏
教
徒
連
盟
（
以
下
Ｗ
Ｆ
Ｂ
）
本
部

と
隣
接
）
に
お
い
て
、
第
三
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
合
同

役
員
会
及
び
第
七
十
回
執
行
委
員
会
が
開
催

さ
れ
た
。

本
会
か
ら
Ｗ
Ｆ
Ｂ
副
会
長
で
あ
る
松
濤
弘

道
常
務
理
事
・
国
際
委
員
会
委
員
長
、
お
よ

び
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
で
あ
る
戸
松
義
晴
国
際

委
員
会
委
員
、
壽
山
良
光
国
際
文
化
部
長
が

出
席
し
た
。

会
議
前
日
の
二
十
五
日
、
執
行
委
員
会
に

先
立
ち
午
後
六
時
か
ら
十
時
ま
で
、
非
公
式

に
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
諸
案
件
に
関
し
て
相

互
に
理
解
を
深
め
た
。

翌
、
二
十
六
日
午
前
八
時
半
よ
り
合
同
役

員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
ま
ず
昨
年
二
月
に
台

湾
で
行
わ
れ
た
第
二
回
合
同
役
員
会
の
議
事

録
・
事
業
会
計
報
告
お
よ
び
そ
の
承
認
が
行

わ
れ
た
。

次
に
第
二
十
三
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会

議
・
第
十
四
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
（
世
界
仏
教
青
年

連
盟
）
世
界
仏
教
徒
会
議
を
、
二
○
○
六
年

四
月
二
十
日
か
ら
二
十
三
日
ま
で
台
湾
、
高

雄
の
仏
光
山
で
行
う
こ
と
が
議
決
さ
れ
た
。

次
に
次
々
回
に
な
る
第
二
十
四
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ

世
界
仏
教
徒
会
議
開
催
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
、

各
国
か
ら
日
本
で
の
開
催
が
要
請
さ
れ
る
中
、

本
会
が
二
○
○
八
年
に
財
団
創
立
五
十
周
年

記
念
事
業
と
し
て
開
催
す
る
方
向
に
あ
る
旨

を
説
明
。
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

次
に
ス
リ
ラ
ン
カ
代
表
よ
り
提
言
さ
れ
た

世
界
の
仏
教
者
に
よ
る
人
道
的
支
援
組
織
の

設
立
に
関
し
て
協
議
さ
れ
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
と
は
組

織
的
・
財
政
的
に
も
別
組
織
と
す
る
が
、
相

互
に
情
報
交
流
、
共
同
事
業
な
ど
を
行
っ
て

い
く
こ
と
で
合
意
さ
れ
た
。

次
に
南
伝
大
蔵
経
の
英
訳
事
業
を
Ｗ
Ｆ
Ｂ

本
部
が
タ
イ
国
王
の
八
十
歳
の
誕
生
日
を
記

念
し
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
、
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
、
Ｗ
Ｂ
Ｕ
（
世

界
仏
教
徒
大
学
）
協
力
で
進
め
た
い
旨
が
提

案
さ
れ
了
承
さ
れ
た
。

続
い
て
、
第
七
十
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会

に
移
り
、
前
回
タ
イ
本
部
で
開
催
さ
れ
た
第

六
十
九
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
の
議
事
録
、

財
政
報
告
の
承
認
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

次
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
一
団
体
、
韓
国
の

二
団
体
か
ら
の
Ｗ
Ｆ
Ｂ
加
盟
申
請
に
つ
い
て

協
議
が
行
わ
れ
、
更
に
検
討
を
続
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

次
に
、
フ
ラ
ン
ス
代
表
か
ら
、
現
在
ユ
ネ

ス
コ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｂ
に
所
属
す
る

Ｗ
Ｆ
Ｂ
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
に
ア
ッ
プ
グ
レ
ー

ド
す
る
案
が
提
議
さ
れ
、
協
議
の
後
一
応
の

賛
同
を
得
た
が
財
政
的
な
負
担
に
つ
い
て
更

に
協
議
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

次
に
、
本
会
が
進
め
て
い
た
ネ
パ
ー
ル
王

国
・
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
考
古
学
調
査
に

関
し
て
、
本
年
三
月
に
完
成
し
た
報
告
書
を

出
席
者
及
び
Ｗ
Ｆ
Ｂ
・
Ｗ
Ｆ
Ｂ
Ｙ
・
Ｗ
Ｂ
Ｕ

に
贈
呈
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
本
会
の
長
年

の
努
力
に
対
し
賞
賛
が
寄
せ
ら
れ
明
年
の
大

会
で
本
会
に
対
し
感
謝
状
が
寄
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

最
後
に
前
回
か
ら
続
い
て
重
要
課
題
で
あ

る
規
約
改
正
案
に
つ
い
て
活
発
な
議
論
が
行

わ
れ
た
。
特
に
副
会
長
の
選
出
に
関
し
、
本

会
は
前
回
の
協
議
に
お
い
て
、
新
規
約
案
に

各
国
に
お
け
る
地
域
セ
ン
タ
ー
の
数
、
並
び

に
セ
ン
タ
ー
の
持
つ
仏
教
徒
数
を
考
慮
し
て

副
会
長
を
選
出
す
る
よ
う
明
記
さ
せ
た
。
そ

し
て
協
議
の
後
、
本
件
に
関
し
て
は
結
論
を

保
留
と
し
、
Ｅ
メ
ー
ル
を
用
い
て
協
議
を
続

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昨
年
末
発
生
し
た
イ
ン
ド
洋
ス
マ
ト
ラ
沖

地
震
に
よ
る
津
波
災
害
に
対
し
、
本
会
は
本

年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｗ
Ｆ
Ｂ
本
部
で
の
追

悼
法
要
に
代
表
を
派
遣
、
ま
た
そ
の
際
本
会

加
盟
団
体
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
義
捐
金
を
Ｗ
Ｆ

Ｂ
へ
迅
速
に
寄
託
、
各
国
の
被
災
地
の
子
ど

も
達
等
へ
の
支
援
に
役
立
て
ら
れ
た
。
法
要

の
模
様
は
広
く
タ
イ
国
内
で
報
道
さ
れ
た
。

ま
た
五
月
に
は
タ
イ
政
府
の
要
請
に
よ
り

会
長
宗
派
で
あ
る
日
蓮
宗
か
ら
出
仕
の
も
と
、

被
災
地
で
あ
る
タ
イ
の
プ
ー
ケ
ッ
ト
・
カ
オ

ラ
ッ
ク
で
追
悼
法
要
を
厳
修
す
る
な
ど
Ｗ
Ｆ

Ｂ
の
中
で
も
特
に
対
社
会
的
お
よ
び
人
道
的

支
援
活
動
等
に
お
い
て
指
導
的
・
中
心
的
役

割
を
担
い
つ
つ
あ
る
。

今
回
の
合
同
役
員
会
議
及
び
執
行
委
員
会

で
、
今
後
の
Ｗ
Ｆ
Ｂ
の
活
性
化
に
本
会
の
果

た
す
べ
き
役
割
が
大
変
重
要
な
こ
と
が
参
加

者
に
周
知
徹
底
さ
れ
た
。

世
界
仏
教
徒
連
盟（
Ｗ
Ｆ
Ｂ
）

第
７０
回
執
行
委
員
会
開
催
さ
れ
る

�
第
２４
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
を
日
本
招
致

第
２３
回
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
は
、
来
春
台
湾
で
開
催

バンコクで開催された合同役員会、執行委員会
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八
月
十
八
日
、
覺
醒
中
国
仏
教
協
会
副
会

長
・
上
海
仏
教
協
会
会
長
、
張
琳
中
国
仏
教

協
会
副
秘
書
長
ら
代
表
団
が
本
会
事
務
総
局

を
表
敬
訪
問
さ
れ
、
里
見
達
人
理
事
長
お
よ

び
齋
藤
明
聖
事
務
局
長
と
懇
談
し
た
。

覺
醒
副
会
長
は
両
国
仏
教
徒
の
交
流
を
進

め
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。
ま
た
台
湾
、
チ

ベ
ッ
ト
問
題
に
つ
い
て
も
現
在
対
話
を
進
め

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

次
に
、
来
年
四
月
あ
る
い
は
五
月
に
浙
江

省
の
普
陀
山
で
全
世
界
の
仏
教
徒
参
集
の
も

と
平
和
・
環
境
保
全
を
テ
ー
マ
と
し
た
仏
教

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
を
予
定
し
て
い
る
こ
と

を
説
明
。
本
会
に
も
参
加
を
要
請
し
た
。

本
会
か
ら
は
二
○
○
八
年
日
本
で
開
催
を

予
定
し
て
い
る
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒
会
議
へ

の
中
国
か
ら
の
参
加
を
要
請
、
今
後
の
友
好

と
相
互
交
流
の
推
進
を
確
認
し
た
。

中
国
仏
教
協
会

覺
醒
副
会
長
が
表
敬
訪
問

戦
後
６０
年

戦
争
犠
牲
者
へ
の
追
悼

戦
後
六
十
年
目
の
夏
を
迎
え
、
戦
争
犠
牲

者
の
慰
霊
と
世
界
の
平
和
を
願
う
法
要
や
式

典
が
営
ま
れ
た
。

八
月
十
四
日
夕
刻
か
ら
東
京
・
国
立
千
鳥

ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
お
い
て
「
第
四
十
回
戦

争
犠
牲
者
慰
霊
並
び
に
平
和
祈
願
式
典
」（
新

日
本
宗
教
団
体
連
合
会
・
同
青
年
会
連
盟
主

催
）
に
里
見
達
人
理
事
長
が
来
賓
と
し
て
参

列
し
た
。

翌
十
五
日
同
墓
苑
に
お
い
て
、
日
蓮
宗
主

催
「
戦
没
者
追
悼
供
養
並
び
に
世
界
立
正
平

和
祈
願
法
要
」
が
昭
和
三
十
四
年
同
墓
苑
開

設
以
来
四
十
六
回
目
の
法
要
が
行
わ
れ
た
。

本
会
か
ら
は
奈
良
慈
徹
社
会
部
長
が
参
列
し
、

約
三
百
名
の
檀
信
徒
が
焼
香
を
行
っ
た
。

同
日
、
東
京
・
日
本
武
道
館
に
お
い
て
政

府
主
催
「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
挙
行
さ

れ
た
。
式
典
に
は
天
皇
皇
后
両
陛
下
ご
臨
席

の
下
、
遺
族
ら
五
千
余
名
が
参
列
。（
財
）

日
本
宗
教
連
盟
の
理
事
長
団
体
と
し
て
本
会

の
齋
藤
明
聖
事
務
総
長
が
献
花
を
行
っ
た
。

九
月
十
八
日
、
同
墓
苑
に
お
い
て
、
浄
土

真
宗
本
願
寺
派
主
催
「
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者

追
悼
法
要
」
を
大
谷
光
真
門
主
ご
臨
席
の
下
、

二
十
五
回
目
を
挙
行
。
本
会
か
ら
は
里
見
理

事
長
、
宮
川
宏
生
財
務
部
長
が
参
列
し
、
門

信
徒
約
千
名
が
焼
香
し
た
。

第
四
十
四
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
あ
た
り
、

本
会
は
立
候
補
者
九
十
八
名
を
推
薦
し
八
十

名
が
当
選
し
た
。
自
由
民
主
党
五
十
六
名
（
比

例
七
名
）、
民
主
党
二
十
一
名
（
比
例
十
一

名
）、
無
所
属
三
名
。

本
会
の
目
的
を
理
解
し
、
今
後
活
動
へ
の

支
援
協
力
を
い
た
だ
け
る
方
で
、
誓
約
書
を

添
付
の
上
各
加
盟
団
体
か
ら
の
申
請
を
も
と

に
推
薦
し
た
。

当
選
者
は
左
の
通
り
。

【
自
由
民
主
党
】

安
倍

晋
三

石
田

真
敏

石
破

茂

石
原

宏
高

稲
葉

大
和

岩
永

峯
一

岩
屋

毅

衛
藤
征
士
郎

大
村

秀
章

奥
野

信
亮

小
此
木
八
郎

海
部

俊
樹

加
藤

紘
一

金
子

恭
之

上
川

陽
子

亀
井

善
之

河
村

建
夫

河
本

三
郎

岸
田

文
雄

久
間

章
生

小
泉
純
一
郎

小
坂

憲
次

笹
川

堯

柴
山

昌
彦

鈴
木

俊
一

園
田

博
之

高
市

早
苗

高
村

正
彦

中
馬

弘
毅

寺
田

稔

中
川

秀
直

長
勢

甚
遠

中
谷

元

西
川

京
子

西
田

猛

額
賀
福
志
郎

野
田

毅

葉
梨

康
弘

福
岡

資
麿

細
田

博
之

町
村

信
孝

松
本

純

三
ツ
矢
憲
生

三
原

朝
彦

柳
澤

伯
夫

山
本

拓

山
本

公
一

与
謝
野

馨

渡
辺

具
能

〈
比
例
区
〉

萩
山

教
嚴

宇
野

治

佐
藤

錬

玉
澤
徳
一
郎

平
田

耕
一

増
原

義
剛

吉
田
六
左
エ
門

【
民
主
党
】

小
平

忠
正

近
藤

昭
一

仙
谷

由
人

高
木

義
明

田
島

一
成

鳩
山
由
紀
夫

古
川

元
久

前
原

誠
司

松
本

龍

三
日
月
大
造

〈
比
例
区
〉

赤
松

広
隆

岡
本

充
功

奥
村

展
三

末
松

義
規

平
岡

秀
夫

福
田

昭
夫

前
田

雄
吉

松
木

謙
公

三
谷

光
男

山
岡

賢
次

横
光

克
彦

【
無
所
属
】

野
田

聖
子

平
沼

赳
夫

保
利

耕
輔

（
五
十
音
順

敬
称
略
）

以
上

第
４４
回
衆
議
院
議
員
選
挙

●
本
会
推
薦
の
当
選
者
一
覧

覺醒副会長（右）より里見理事長へ賀標
贈呈

２００５年１０月１日6
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「
日
本
国
憲
法
改
正
論
議
」

各
委
員
会
の
現
況
報
告

憲
法
改
正
論
議
に
つ
い
て
、
里
見
達
人
理

事
長
よ
り
諮
問
さ
れ
、
信
教
の
自
由
に
関
す

る
委
員
会
、
同
和
委
員
会
、
国
際
委
員
会
を

開
催
し
審
議
を
進
め
て
い
る
。

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
で
は
、
六

月
三
十
日
、
九
月
五
日
に
開
催
し
、
各
委
員

所
属
の
団
体
で
の
現
況
を
報
告
。
さ
ら
に
各

委
員
か
ら
憲
法
の
各
条
文
に
つ
い
て
意
見
が

提
起
さ
れ
、
併
せ
て
仏
教
徒
と
し
て
の
立
場

か
ら
「
不
殺
生
」、「
平
和
の
維
持
、
推
進
」

と
い
っ
た
総
論
的
な
発
言
が
な
さ
れ
た
。

同
和
委
員
会
で
は
、
六
月
二
十
二
日
、
八

月
三
十
一
日
に
開
催
し
、
人
権
問
題
を
中
心

と
し
て
審
議
を
進
め
て
い
る
。

国
際
委
員
会
で
は
、
八
月
五
日
に
開
催
し
、

海
外
と
の
交
流
を
行
っ
て
い
る
立
場
か
ら
平

和
推
進
を
審
議
し
て
い
る
。

今
後
、
三
委
員
会
合
同
で
憲
法
改
正
論
議

に
つ
い
て
勉
強
会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
は
、
年
度
内
の
早
い
時

期
に
答
申
を
行
え
る
よ
う
集
中
し
た
審
議
を

進
め
て
い
る
。

尚
、
本
誌
掲
載
の
理
事
会
議
案
第
三
号
委

員
会
規
程
が
可
決
さ
れ
た
。
現
行
の
各
委
員

会
は
、
次
年
度
か
ら
総
務
財
政
、
社
会
人
権
、

国
際
交
流
の
三
審
議
会
に
移
行
す
る
こ
と
が

決
ま
っ
て
い
る
。

十
一
日
▼
法
律
相
談
室

十
二
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

十
四
日
▼
新
宗
連
・
戦
争
犠
牲
者
慰
霊
平
和

祈
願
式
典
出
席

十
五
日
▼
日
蓮
宗
・
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
追
悼

供
要
並
び
に
平
和
祈
願
法
要
参
列

▼
全
国
戦
没
者
追
悼
式
参
列
（
武
道

館
）

十
七
日
▼
事
務
局
局
内
会
議

十
七
〜
一
九
日
▼
人
権
研
修
会
参
加

十
八
日
▼
中
国
仏
教
協
会
来
局

二
十
二
日
▼
日
宗
連
・
幹
事
会
出
席

▼
事
務
総
局
局
内
会
議

二
十
四
日
▼
天
台
眞
盛
宗
・
前
阪
師
、
救
援

基
金
持
参
の
為
来
局

二
十
五
日
▼
法
律
相
談
室

二
十
六
〜
二
十
七
日
▼
Ｗ
Ｆ
Ｂ
世
界
仏
教
徒

連
盟
・
執
行
委
員
会
出
席
（
バ

ン
コ
ク
）

三
十
日
▼
理
事
会
・
評
議
員
会
（
京
都
）

三
十
一
日
▼
同
和
委
員
会

一
日
▼
東
京
都
慰
霊
協
会
秋
季
法
要
参
列

▼
事
務
総
局
局
内
会
議

三
日
▼
中
川
祐
俊
真
言
宗
豊
山
派
元
管
長
・

本
会
葬
儀
参
列

五
日
▼
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

六
日
▼
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
来
局

八
日
▼
法
律
相
談
室

▼
日
宗
連
理
事
会
・
幹
事
会

九
日
▼
教
誨
師
事
業
功
労
者
表
彰
式
出
席

▼
全
日
本
仏
教
徒
会
議
滋
賀
大
会
打
合

せ
（
滋
賀
）

中
川
祐
俊
師
（
本
会
元
副
会
長
）

八
月
二
十
八
日
遷
化

九
十
二
歳

真
言
宗
豊
山
派
元
管
長

【
ダ
ン
ブ
ッ
ラ
の
石
窟
寺
院
】

約
二
〇
〇
〇
年
前
に
自
然
の
岩
山
を
利

用
し
て
造
ら
れ
、
五
つ
の
石
窟
に
は
、
金

色
に
輝
く
仏
陀
の
像
を
中
心
に
百
六
十
余

体
が
納
め
ら
て
い
る
。
天
井
や
壁
面
に
は
、

金
・
赤
・
白
の
色
彩
豊
か
な
壁
画
が
描
か

れ
、
現
在
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
生
き
続

け
て
い
る
。

〈
写
真
家
田
村
仁
氏
〉

世
界
各
地
の
仏
教
遺
産
や
世
界
遺
産
を

撮
影
。
ユ
ネ
ス
コ
に
も
写
真
を
提
供
し
て

い
る
。

『
世
界
遺
産
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
の
光
』

文
庫
判
二
二
四
頁
小
学
館

八
三
八
円

◆
今
月
の
表
紙
に
つ
い
て
◆

マ
ヤ
堂
考
古
学
調
査
と

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
の
歩
み

マ
ヤ
堂
の
考
古
学
的
考
察
を
中
心
と
し
、

新
た
な
発
掘
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
ア
シ

ョ
ー
カ
石
柱
碑
文
の
新
解
釈
を
論
述
し
、
遺

構
お
よ
び
出
土
遺
物
の
図
版
等
が
豊
富
に
収

録
さ
れ
て
い
ま
す

仏
教
文
化
史
的
視
点
か
ら
釈
尊
生
誕
の
地

ル
ン
ビ
ニ
ー
の
持
つ
意
味
と
、
本
会
が
二
十

有
余
年
に
亘
り
取
り
組
ん
で
き
た
事
業
の
道

程
を
詳
述
さ
れ
ま
し
た
。

【
申
し
込
み
】

Ｆ
Ａ
Ｘ

○
三（
三
四
三
七
）三
二
六
○

全
日
本
仏
教
会

国
際
文
化
部

本
会
救
援
基
金
に
ご
協
力
願
い
ま
す

「
救
援
基
金
」
に
対
し
、
温
か
い
ご
協
賛
を

賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

〈
寄
付
団
体
〉

・
天
台
眞
盛
宗

・
真
宗
会
館

【
郵
便
振
替
】

口
座
名
義

全
日
本
仏
教
会
救
援
基
金

口
座
番
号
〇
〇
一
一
〇
‐
九
‐
七
〇
四
八
三
四

●
お
問
い
合
せ

全
日
本
仏
教
会
事
務
総
局

事
務
総
局
録
事

八
月
（
十
一
〜
三
十
日
）

九
月
（
一
〜
十
日
）

哀
悼

『ルンビニーマヤ堂の考古学的調査
１９９２～１９９５』
Ａ４版上製箱入り 本文２４５頁

一冊１０，０００円（税込）

『ルンビニー園復興事業の歩み』
Ａ４版 無線綴じ 本文１４４頁

一冊１，０００円（税込）
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二
〇
〇
五
年
十
月
一
日
発
行

十
月
号

第
五
一
二
号

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
研
修
会

講
演
録
頒
布
の
ご
案
内

個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法
律
が
四
月

一
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

宗
教
団
体
は
、
個
人
情
報
を
宗
教
活
動

の
目
的
で
使
用
す
る
場
合
に
限
り
、
個
人

情
報
取
扱
事
業
者
か
ら
適
用
の
除
外
と
な

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
宗
教
者
だ
か
ら
こ
そ
、
個
人

情
報
を
慎
重
に
、
よ
り
大
切
に
管
理
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

個
人
の
情
報
を
集
め
る
と
き
に
は
使
用

目
的
を
明
記
し
た
り
、
現
在
ど
の
よ
う
な

情
報
を
も
ち
管
理
し
て
い
る
の
か
、
必
要

で
な
い
情
報
は
廃
棄
す
る
な
ど
の
ル
ー
ル

造
り
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
本
会
は
六
月
に
『
個
人
情
報

保
護
に
関
す
る
研
修
会
』
を
開
催
し
、
各

加
盟
団
体
は
じ
め
所
属
の
ご
寺
院
が
取
り

扱
う
情
報
の
保
護
や
管
理
方
法
、
法
律
に

つ
い
て
研
修
い
た
し
ま
し
た
。

講
師
の
長
谷
川
正
浩
師
（
本
会
顧
問
弁

護
士
）
が
「
宗
教
団
体
に
お
け
る
個
人
情

報
保
護
に
つ
い
て
」、
清
水
勉
氏
（
日
本

弁
護
士
連
合
会
、
情
報
問
題
対
策
委
員
会

副
委
員
長
）
が
「
個
人
情
報
保
護
法
と
宗

教
団
体
」、
井
上
文
夫
氏
（
日
本
テ
ン
プ

ル
ヴ
ァ
ン
株
式
会
社
代
表
取
締
役
）が「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
情
報
管
理
に
つ
い
て
」、

松
尾
徹
裕
師
（
曹
洞
宗
宗
務
庁
人
事
部
文

書
課
課
長
）
が
「
加
盟
団
体
に
お
け
る
取

り
組
み
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

で
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
講
演
録
は
、
個
人
情
報
保
護
に
関

す
る
資
料
が
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
取
り
組
み

を
す
る
上
で
の
有
益
な
資
料
と
し
て
ご
活

用
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

一
部

八
〇
〇
円
（
税
込
）

送
料
も
ご
負
担
願
い
ま
す

【
お
申
し
込
み
】
本
会
事
務
総
局
ま
で

―
無
料
頒
布
品
―

・
宗
教
活
動
の
公
益
性
に
つ
い
て
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天台宗開宗１２００年記念仏教文化シンポジウム
特別展「最澄と天台の国宝」開催釈尊の故郷を訪ねて
●国宝とは－ 仏であり、美であり、人である。●ルンビニー、ティラウラコット
全国の天台宗関係寺院に伝わる文化財を一堂に展示し、

法華経、阿弥陀浄土信仰から密教、山王神道にいたる、幅広

い信仰が育んだ仏の美の世界を紹介します。

会期：１０月８日（土）～１１月２０日（日）

※休館日は毎週月曜日

開館時間：９：３０～１８：００※毎週金曜は２０：００まで

会場：京都国立博物館

観覧料金：一般１，３００円 学生９００円

小・中学生４００円

主催：京都国立博物館、天台宗、比叡山延暦寺他

お問い合せ：電話０７５（５２５）２４７３

日時：１１月１５日（火）１６時～１８時

場所：立正大学大崎校舎 石橋湛山記念講堂

東京都品川区大崎４‐２‐１６

JR大崎駅・五反田駅より徒歩７分

講師「釈尊の故郷を掘る」

坂詰秀一 立正大学文学部教授

「釈尊生誕の伝承を確認したアショーカ王」

塚本啓祥 東北大学名誉教授

「釈尊・アショーカ王・マヤ堂」

－古代インド仏教徒の『法』への

思いをしのぶ－

奈良康明 駒澤大学総長

コーディネーター 渡邊寶陽 立正大学名誉教授

主催：立正大学仏教学部・文学部

協賛：（財）全日本仏教会他

問い合せ：立正大学仏教学部事務室

TEL０３（３４９２）８５２８

奈良東大寺公慶上人３００年御遠忌記念コンサート

「平和の響奏」開催
関西フィルハーモニー管弦楽団とロシアのバレーダンサーに

よる「仏陀の生涯」を平和の祈りを込めてお届けします。
日時：１０月１７日（月）１９：００開演
会場：なら１００年会館 大ホール
入場料：SS席６，５００円会館のみ販売

SS席購入の方に１６日大仏殿で行われる
奉納演奏に招待
S席４，０００円 A席２，０００円 B席１，０００円

チケット発売：なら１００年会館０７４２（３４）０１１１
電子チケットぴあ０５７０‐０２‐９９６６

主催：奈良市文化振興センター 協力：東大寺
お問い合せ：なら１００年会館０７４２（３４）０１１１
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